
　　　　　　　

　　　　

 

令和５年４月26日
埼玉県警察本部交通総務課

埼玉県警察本部交通総務課Twitter
交通事故防止や各種イベントなどの情報を

平日の午前８時３０分～午後５時１５分に配信中

車両は道路の『左側』を通行、

自転車は車両なので

『左側通行』です！

歩道などがある場所では

歩行者は歩道を通行して

ください。

は車両も歩行者も『進んではならない 』

と は 『進んではならない 』

は車両も歩行者も『進むことができる 』

歩行者の方は歩行者用の青信号が点滅し始めたら、

横断し始めることなく次の青信号まで待ちましょう！

青信号でも右左を確認し、危険があれば止まりましょう！

歩行者は『右側』を通行します。

ただし、車両が安全に停止できないときは進むことができる。

横断中の歩行者はすみやかに横断を終えるか引き返す。
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